
鳥取県教育・保育施設における安全管理現地指導支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第４条の

規定に基づき、鳥取県教育・保育施設における安全管理現地指導支援事業補助金（以下「本補助金」という。）

の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、県内の教育・保育施設を対象に、専門家等による安全管理に係る現地指導（点検等を含

む。）の実施及び現地指導における指摘箇所の整備に要する経費、又は国への報告義務の対象となる事故

が発生した場合の事故要因箇所の整備に要する経費の一部に対し補助金を交付することにより、教育・保育

施設における安全・安心に係る環境整備の向上を図ることを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）を行う同

表の第２欄に掲げる施設を設置する者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費の額に、同表の第４欄に定める率を乗じて

得た額（千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとし、同表第５欄に定める額を限度額とする）

以下とする。 

なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たって

は、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、子ども家庭部長が別に定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び様式第

２号によるものとする。 

３ 規則第５条の申請書には、前項に定めるもののほか、様式第３号を添付しなければならない。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第４号によるものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、本補助金の増額以外の変更とする。 

２ 前条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日までに行わなければ

ならない。 

（１） 規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から 



２０日を経過する日   

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、交付決定を受けた年度の翌年度の４月５日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１

号及び様式第２号によるものとする。 

３ 規則第１７条第１項の報告書には、前項に定めるもののほか、様式第３号を添付しなければならない。 

 

（財産の処分制限）  

第８条 規則第２５条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令

第 15 号。）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知事が別に定める期間）

とする。 

２ 規則第２５条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるもの 

３ 第５条第１項の規定は、規則第２５条第２項の承認について準用する。 

 

（雑則） 

第９条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年９月５日から施行し、令和４年度の補助事業から適用する。 

 

    附 則 

この要綱は、令和５年４月１７日から施行し、令和５年度の補助事業から適用する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和７年４月８日から施行し、令和７年度の補助事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年５月８日から施行し、令和８年度の補助事業から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

１ 
補助事業 

２ 
補助対象施設 

３ 
補助対象経費 

４ 
補助率 

５ 
補助限度額 

（１）安全管理
現 地 指 導 支
援事業 

保育所、認定こども園、地
域型保育事業、届出保育
施設、幼稚園 
（国及び地方公共団体が
設置する施設を除く。） 

専門家等（※１）による安全管
理に係る現地指導（※２）の
実施に必要な賃金、謝金、
旅費、需用費（消耗品費、会
議費）、役務費（通信運搬費
等）、委託料等 
（注）消費税及び地方消費
税並びに他の補助金で支
援を受ける経費については
、補助対象経費から除く。 

１/２ １施設あたり １２，０００円 

（２）安全管理
現地指導に係
る施設整備支
援事業 

保育所、認定こども園、地
域型保育事業、届出保育
施設、幼稚園 
（国及び地方公共団体が
設置する施設を除く。） 

（１）を実施した場合、専門
家等（※１）による指摘箇所
の整備に要する経費（短期
間のうちに消耗する物品、
個人の所要に係る物品及
び遊具の修繕・補修に係る
経費を除く。） 
なお、補助対象経費に係る
設備整備については、大規
模な工事を伴わないものと
する。 
（注）消費税及び地方消費
税並びに他の補助金で支
援を受ける経費については
、補助対象経費から除く。 

１/２ １施設あたり ２００，０００円 

（３）事故要因
箇所に係る施
設 整 備 支 援
事業 

保育所、認定こども園、地
域型保育事業、届出保育
施設、幼稚園 
（国及び地方公共団体が
設置する施設を除く。） 

国への報告義務の対象と
なる事故（※３）が発生した
場合の事故要因箇所（※４
）の整備に要する経費（短
期間のうちに消耗する物品
及び個人の所要に係る物
品に係る経費を除く。） 
なお、補助対象経費に係る
設備整備については、大規
模な工事を伴わないものと
する。 
（注）消費税及び地方消費
税並びに他の補助金で支
援を受ける経費については
、補助対象経費から除く。 

１/２ １施設あたり ２００，０００円 

※１ 「専門家等」とは、研究者、大学教授・講師、保育所等の安全管理を支援する団体の講師、嘱託医等をい
う。 

※２ 補助対象となる現地指導内容（オンラインでの実施を含む。）は次のいずれかに該当するものとする。 
・施設における事故防止のための動線・危険個所の点検・改善指導 
・子どもの怪我やアナフィラキシー等の事故発生の予防や事故発生時の適切な対応に関する指導 
・その他、安全管理に係る点検・指導 等（専門技術者による遊具の定期点検は除く。） 

※３ 教育・保育施設等における事故の報告等について（令和８年３月３０日付こ成安第４５号及び７教参学第
５２号通知。以下「国通知」という。）第３のとおり、死亡事故、意識不明事故（どんな刺激にも反応しない
状態に陥ったもの）、治療に要する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故、自動車への置き
去り事故が対象となる。ただし、治療に要する期間が３０日未満となった場合等、取下げを行った場合は
対象外。 

※４ 国通知第４の報告様式の第２報（表面及び裏面を記入したもの。）において、事故発生の要因分析や検
証等の結果を報告するとともに、事故要因箇所が分かるよう明記すること。 


